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日野町会計年度任用職員 給与及び費用弁償 関す 条例 制定が必要 理由 概要 

 

1 背景及び趣旨  

地方公務員法及び地方自治法 一部改正 新 会計年度任用職員制度が

創設 伴い 町 会計年度任用職員 給与お び費用弁償 額 び

支給 関し必要 事項を定  

地方公務員法及び地方自治法 主 改正内容  

。1)特別職非常勤職員及び臨時的任用職員 任用 厳格化 

。「)要件 該当す 会計年度任用職員 対す 給付 整備 

 

「 施行期日 

 和「年4月1日 

 

」 制定内容 

。1) 地方公務員法第「「条 「第1項第「号 職員。常勤 者) 係  

フルタイム会計年度任用職員 

 給与 種類 

給与 種類 給料 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 宿日直

手当 夜間勤務手当 休日勤務手当お び期 手当 す す  

 給料 

      日野町職員 給与 関す 条例 下 給与条例 いう 別表第1

職務 級1級を基準 す  

    各手当 

     給与条例 各手当。。1) 掲 限 ) 規定を準用す

す  

 

。「) 地方公務員法第「「条 「第1項第1号 職員。短時間勤務 者) 係  

パートタイム会計年度任用職員 

 給与 種類 

給与 種類 報酬お び期 手当 す す  

 報酬 

  月額 日額ま 時間額 算定方法を定 す  

    特殊勤務 係 報酬 支給お び 額 算定 ついて定

す  

    通勤お び公務 旅行 係 費用弁償 支給お び 額 つい

て定 す  



日野町会計 任用職員 給与及び費用弁償 関 条例 

 

趣旨  

第 条 条例 地方自治法 昭和 法 第 号 第 条 第 項

第 条第 項及び地方公務員法 昭和 法 第 号 法 い

う 第 条第 項 基 法第 条 第 項 規定 会計 任用職

員 会計 任用職員 いう 給与及び費用弁償 い 定

 

会計 任用職員 給与  

第 条 前条 給与 法第 条 第 項第 号 採用さ 会計 任

用職員 フルタイム会計 任用職員 いう あ 給料 通勤手

当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 宿日直手当 夜間勤務手当 休日勤務手当及

び期 手当をいい 同項第 号 採用さ 会計 任用職員 パー

トタイム会計 任用職員 いう あ 報酬及び期 手当をいう  

 給与 他 条例 規定 場合 ほ 現金 支払わ い

会計 任用職員 申出 あ 口 振替 方法 支払う

 

 公務 い 生 費用 弁償 給与 含 い  

フルタイム会計 任用職員 給料  

第 条 フルタイム会計 任用職員 給料 別表 定 給料表 給料表

いう  

 前項 給料表 べ フルタイム会計 任用職員 適用  

フルタイム会計 任用職員 号給  

第 条 フルタイム会計 任用職員 者 号給 日野町長 町長

いう 規則 定 基準 従い任命権者 法第 条第 項 規定 任命権

者及び 委任を受 者をいう 第 条第 項を除 同 決定

 

フルタイム会計 任用職員 給料 支給  

第 条 日野町職員 給与 関 条例 昭和 日野町条例第 号 給与

条例 いう 条例第 条及び第 条 規定 フルタイム会計 任用職員

い 準用 場合 い 給与条例第 条第 項中 勤務時間条例第 条

第 項 第 条及び第 条 規定 基 く週休日 あ 当該フルタイム会

計 任用職員 い 定 週休日 読 替え  

フルタイム会計 任用職員 通勤手当  

第 条 給与条例第 条 規定 フルタイム会計 任用職員 い 準用  

フルタイム会計 任用職員 時間外勤務手当  

第 条 給与条例第 条第 項 第 項及び第 項 規定 フルタイム会計

任用職員 い 準用 場合 い 同条第 項中 正規 勤務時間外

勤務 を命 職員 あ 当該フルタイム会計 任用職員

い 定 勤務時間 条 い 正規 勤務時間 いう 外

勤務 を命 フルタイム会計 任用職員 読 替え

ほ 必要 技術的読替え 町長 規則 定  

フルタイム会計 任用職員 休日勤務手当  

第 条 給与条例第 条 規定 フルタイム会計 任用職員 い 準用



場合 い 同条中 い 正規 勤務時間 あ い 当該フ

ルタイム会計 任用職員 い 定 勤務時間 読 替え

ほ 必要 技術的読替え 町長 規則 定  

フルタイム会計 任用職員 夜間勤務手当  

第 条 給与条例第 条 規定 フルタイム会計 任用職員 い 準用

場合 い 同条中 正規 勤務時間 あ 当該フルタイム会計

任用職員 い 定 勤務時間 読 替え  

フルタイム会計 任用職員 宿日直手当  

第 条 給与条例第 条第 項及び第 項 規定 フルタイム会計 任用職

員 い 準用  

 前項 規定 準用 給与条例第 条第 項 勤務 第 条 規定

準用 給与条例 条第 項 第 条 規定 準用 給与条例 条及

び前条 規定 準用 給与条例第 条 勤務 含 い  

フルタイム会計 任用職員 給料 端数処理  

第 条 第 条 規定 勤務 時間当 給与額並び 第 条 規定

準用 給与条例第 条 第 条 規定 準用 給与条例第 条及び

第 条 規定 準用 給与条例第 条 規定 勤務 時間 支

給 時間外勤務手当 休日勤務手当及び夜間勤務手当 額を算定 場合 い

当該額 銭 満 端数を生 を 捨 銭

満 端数を生 を  

フルタイム会計 任用職員 期 手当  

第 条 給与条例第 条 第 条 規定 任期 定

フルタイム会計 任用職員 い 準用  

 任期 定 満 いフルタイム会計 任用職員 会計

会計 任用職員 任期 任命権者 法第 条第 項 規定 任命権

者をいう を同 く 限 次項及び第 条 い 同 定

合計 至 当該フルタイム会計 任用職員 当該会計

い 前項 規定 任期 定 フルタイム会計 任用職員

 

 期 手当を支給 場合 い 前会計 日 会計 任用職

員 任用さ 同日 翌日 フルタイム会計 任用職員 任用さ 者

任期 満 限 定 前会計 任期 全会計

日を含 期間 任用 係 限 定 合計 至

第 項 任期 定 フルタイム会計 任用職員  

フルタイム会計 任用職員 特殊勤務手当  

第 条 フルタイム会計 任用職員 特殊勤務手当 種類 支給を受 者 範

囲 手当 額及び 支給方法 日野町職員 特殊勤務手当 関 条例 昭和

日野町条例第 号 特殊勤務手当条例 いう 定

 

フルタイム会計 任用職員 勤務 時間当 給与額  

第 条 第 条 規定 準用 給与条例第 条 第 条 規定 準用

給与条例第 条及び第 条 規定 準用 給与条例第 条 規定

勤務 時間当 給与額 給料 額 を乗 額を当該フルタ

イム会計 任用職員 い 定 週間当 勤務時間 を乗



. を乗 を減 除 得 額  

 次条 規定 勤務 時間当 給与額 給料 額 を乗 額

をフルタイム会計 任用職員 い 定 週間当 勤務時間

を乗 . を乗 を減 除 得 額

 

フルタイム会計 任用職員 給与 減額  

第 条 フルタイム会計 任用職員 定 勤務時間中 勤務 い

国民 祝日 関 法 昭和 法 第 号 休日 祝

日法 休日 いう 休日 指定さ 当該休日 割 振 勤務時

間 全部を勤務 フルタイム会計 任用職員 あ 当該休日 わ

休日 祝日法 休日等 いう 又 日 翌 日

日 祝日法 休日を除く 始 休日 いう 休日を

指定さ 当該休日 割 振 勤務時間 全部を勤務 フルタイム会計

任用職員 あ 当該休日 わ 休日 始 休日等 い

う あ 場合 給 休暇 場合 他任命権者 定 場合を除

勤務 い 時間 前条第 項 規定 勤務 時間当 給与額を減額

 

パートタイム会計 任用職員 報酬  

第 条 額 報酬を定 パートタイム会計 任用職員 報酬 額 当該パ

ートタイム会計 任用職員 週間当 通常 勤務時間 日野町職員 勤

務時間 休暇等 関 条例 成 日野町条例第 号 勤務時間条例

いう 第 条第 項 規定 勤務時間 同一 あ 場合 当該パー

トタイム会計 任用職員 職務 容及び責任並び 職務遂行 必要 知

識 技術 職務経験等 照 第 条及び第 条 規定を適用 得 額

基準 額 いう 当該パートタイム会計 任用職員 い 定

週間当 勤務時間を勤務時間条例第 条第 項 規定 勤務時間 除

得 数を乗 得 額 満 端数 あ 端数を

額 条 い 同  

 日額 報酬を定 パートタイム会計 任用職員 報酬 額 基準 額を

除 得 額 当該パートタイム会計 任用職員 い 定 日

当 勤務時間を . 除 得 数を乗 得 額  

 時間額 報酬を定 パートタイム会計 任用職員 報酬 額 基準 額を

. 除 得 額  

パートタイム会計 任用職員 特殊勤務 係 報酬  

第 条 特殊勤務手当条例第 条 規定 業務 従事 を命 パ

ートタイム会計 任用職員 特殊勤務手当条例 例 計算 得 額を

特殊勤務 係 報酬 支給  

パートタイム会計 任用職員 時間外勤務 係 報酬  

第 条 当該パートタイム会計 任用職員 い 定 勤務時間

正規 勤務時間 いう 外 勤務 を命 パートタイム会計

任用職員 対 正規 勤務時間外 勤務 全時間 い 時間外勤

務 係 報酬を支給  

 前項 規定 時間外勤務 係 報酬 額 勤務 時間 第 条 規

定 勤務 時間当 報酬額 正規 勤務時間外 次 掲 勤務 区



応 範囲 町長

規則 定 割合 勤務 午 時 翌日 午前 時 間 あ 場

合 割合 を加算 割合 を乗 得 額を 時間外勤務

係 報酬 支給 パートタイム会計 任用職員 第 号 掲

勤務 正規 勤務時間外 勤務 う 勤務 時間 勤務を

日 正規 勤務時間 合計 時間 達 間 勤務

あ 同条 規定 勤務 時間当 報酬額

勤務 午 時 翌日 午 時 間 あ 場合

を乗 得 額  

 正規 勤務時間 割 振 日 次条 規定 休日勤務 係 報酬

支給さ 日を除く 勤務 

 前号 掲 勤務 外 勤務 

 前 項 規定 わ 週休日 振替等 あ 割 振

週間 正規 勤務時間 項及び次項 い 割振 変更前 正規 勤務

時間 いう を超え 勤務 を命 パートタイム会計 任用職

員 割振 変更前 正規 勤務時間を超え 勤務 全時間 次条 規定

休日勤務 係 報酬 支給さ 時間を除く 対 勤務 時

間 第 条 規定 勤務 時間当 報酬額

範囲 町長 規則 定 割合を乗 得 額を時間外勤

務 係 報酬 支給 パートタイム会計 任用職員 割振 変

更前 正規 勤務時間を超え 勤務 う 勤務 時間 割振 変更前

正規 勤務時間 合計 時間 達 間 勤務 い

限 い  

 次 掲 時間 合計 い 時間を超え パートタイム会計

任用職員 時間を超え 勤務 全時間 対 前各項 規定

わ 勤務 時間 第 条 規定 勤務 時間当 報酬額

次 各号 掲 時間 区 応 当該各号 定 割合を乗 得 額を時

間外勤務 係 報酬 支給  

 第 項 勤務 時間 時間 午 時 翌日

午前 時 間 あ 場合  

 前項 勤務 同項 書 勤務を除く 時間 次条 規定 休日勤

務 係 報酬 支給さ 時間を除く  

パートタイム会計 任用職員 休日勤務 係 報酬  

第 条 祝日法 休日等及び 始 休日等 い 正規 勤務時間中

勤務 を命 パートタイム会計 任用職員 正規 勤務時

間中 勤務 全時間 対 休日勤務 係 報酬を支給  

 前項 規定 休日勤務 係 報酬 額 勤務 時間 第 条 規定

勤務 時間当 報酬 額

範囲 町長 規則 定 割合を乗 得 額  

 第 項 規定 わ 休日 勤務 を命 勤務時間 相当

時間を 他 日 勤務さ い さ パートタイム会計 任用職員

休日 対 同項 規定 報酬を支給 い  

パートタイム会計 任用職員 夜間勤務 係 報酬  

第 条 正規 勤務時間 午 時 翌日 午 時 間 勤務



を命 パートタイム会計 任用職員 間 勤務 全時間

対 夜間勤務 係 報酬を支給  

 前項 規定 夜間勤務 係 報酬 額 勤務 時間 第 条 規定

勤務 時間当 報酬 額 を乗 得 額  

パートタイム会計 任用職員 報酬 端数処理  

第 条 第 条各項 規定 勤務 時間当 報酬額及び第 条 前

条 規定 勤務 時間 支給 報酬 額を算定 場合 い

当該額 銭 満 端数を生 を 捨 銭

満 端数を生 を  

パートタイム会計 任用職員 対 期 手当  

第 条 給与条例第 条 第 条 規定 任期 定

パートタイム会計 任用職員 週間当 勤務時間 著 く少 い者

町長 規則 定 を除く 条 い 同 い 準用

場合 い 給与条例第 条第 項中 基準日現在 退職

又 死亡 職員 あ 退職 又 死亡 日現在 い 職員 受

べ 給料及び扶養手当 額 合計額 あ 基準日 退職

又 死亡 職員 あ 退職 又 死亡 日 前 パー

トタイム会計 任用職員 在職期間 報酬 フルタイム会計 任

用職員 均衡を考慮 町長 規則 定 額を除く 当 均額

読 替え  

 任期 定 満 いパートタイム会計 任用職員 会計

会計 任用職員 任期 定 合計 至 当該

パートタイム会計 任用職員 当該会計 い 前項 規定 任期

定 パートタイム会計 任用職員  

 期 手当を支給 場合 い 前会計 日 会計 任用職

員 任用さ 同日 翌日 パートタイム会計 任用職員 任用さ

者 任期 定 満 限 前会計 任期 前会計

日を含 期間 任用 係 限 定 合計 至

第 項 任期 定 パートタイム会計 任用職員  

パートタイム会計 任用職員 報酬 支給  

第 条 報酬 日 日 を計算期間 町長 規則 定 期日

支給  

 日額又 時間額 報酬 定 パートタイム会計 任用職員 対

者 勤務日数又 勤務時間 応 報酬を支給  

 額 報酬 定 パートタイム会計 任用職員 対 職員

日 退職 日 報酬を支給 死亡 退職 場合

日 報酬を支給  

 前項 規定 報酬を支給 場合 あ 日 支給 外

又 日 支給 外 報酬額 現日数

当該パートタイム会計 任用職員 い 定 週休日 日数を差

引い 日数を基礎 日割 計算  

パートタイム会計 任用職員 勤務 時間当 報酬額  

第 条 第 条 第 条 規定 勤務 時間当 報酬額 次

各号 掲 報酬 区 応 当該各号 定 額  



 額 報酬 第 条第 項 規定 計算 得 額 を乗

得 額を当該パートタイム会計 任用職員 い 定 週間

当 勤務時間 を乗 日当 勤務時間 を乗

時間を減 除 得 額 

 日額 報酬 第 条第 項 規定 計算 得 額を当該パー

トタイム会計 任用職員 い 定 日当 勤務時間 除

得 額 

 時間額 報酬 第 条第 項 規定 計算 得 額 

 次条 規定 勤務 時間当 報酬額 次 各号 掲 報酬 区

応 当該各号 定 額  

 額 報酬 前項第 号 規定 計算 得 額 

 日額 報酬 前項第 号 規定 計算 得 額 

  時間額 報酬 前項第 号 規定 計算 得 額 

パートタイム会計 任用職員 報酬 減額  

第 条 額 報酬を定 い パートタイム会計 任用職員 正規

勤務時間中 勤務 い 祝日法 休日等又 始 休日等 あ

場合 給 休暇 場合 他任命権者 定 場合を除 勤務

い 時間 前条第 項第 号 定 勤務 時間当 報酬額を減額  

 日額 報酬を定 い パートタイム会計 任用職員 正規 勤務

時間中 勤務 い 祝日法 休日等又 始 休日等 あ 場合

給 休暇 場合 他任命権者 定 場合を除 勤務 い 時間

前条第 項第 号 定 勤務 時間当 報酬額を減額  

スクールソーシャルワーカー等 報酬  

第 条 第 条 前条 規定 わ 次 掲 職 任用さ

報酬 当該各号 掲 額 範囲  

 スクールソーシャルワーカー 時間額 ， ，  

 学習支援員 時間額 ， ，  

 前項 定 ほ 必要 事項 任命権者 別 定  

会計 任用職員 給与 控除  

第 条 給与条例第 条 規定 会計 任用職員 い 準用  

町長 特 必要 認 会計 任用職員 給与及び報酬  

第 条 第 条 前条 規定 わ 職務 特殊性等を考慮 町長 特

必要 認 会計 任用職員 給与及び報酬 い 常勤 職員 均衡及

び 職務 特殊性等を考慮 任命権者 別 定  

パートタイム会計 任用職員 通勤 係 費用弁償  

第 条 パートタイム会計 任用職員 給与条例第 条第 項各号 定

通勤手当 支給要件 該当 通勤 係 費用弁償を支給  

 通勤 係 費用弁償 額 支給日及び返納 い 給与条例第 条第 項

第 項 規定 例  

 前項 規定 わ 勤務日数 日 満 者 通勤 係 費用弁償

額 給与条例 条 通勤手当 相当 額 日を除 得 額

現 勤務 日数を乗 得 額 満 端数 生 場合 額

を通勤 係 費用弁償 支給  

パートタイム会計 任用職員 公務 旅行 係 費用弁償  



第 条 パートタイム会計 任用職員 公務 旅行 係 費用を負担

旅行 係 費用弁償を支給  

 旅行 係 費用弁償 額 日野町職員等 旅費 関 条例 昭和 日野

町条例 号 例 場合 い パートタイム会計 任用職員

職務 給与条例第 条第 項 規定 給料表 級 相当

 

委任  

第 条 条例 施行 関 必要 事項 町長 規則 定  

附 則 

条例 和 日 施行  

 

別表 第 条関係  

給料表 

号給 給料 額 
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